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配偶者控除の所得要件

家庭内における出費がかさむ昨今、妻が働

きにでたり、あるいは妻の年金に頼るといっ

たケースは少なくありません。しかし、ここ

で気になるのが配偶者控除の所得要件です。

所得税法上、配偶者控除を受けることがで

きるのは、配偶者の合計所得金額が35万円

以下である場合とされています。しかし、こ

こでいう合計所得金額とは、あくまでも給与

所得控除等を行った後の金額を指すため、実

際の収入金額とは異なっていますので、注意

が必要です。

例えば、配偶者の収入がパートなどによる

給与所得だけである場合は、その収入が10

0万円以下であれば、配偶者控除の適用があ

ることになります。これは、年収が100万

円以下である場合、給与所得控除額が65万

円となり、合計所得金額は差し引き35万円

となるためです。同様に配偶者の収入が内職

などによる所得しかない場合も65万円が最

低必要経費と認められるため、やはり年収1

00万円以下で配偶者控除が適用されます。

また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑

所得だけである場合、65歳以上の人につい

ては年間の収入が175万円以下（公的年金

等控除額140万円）、65歳未満の人につ

いては105万円以下（同70万円）のとき

適用があることになります。
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なお、配偶者に上記収入が複数ある場合は、

それぞれの所得金額を算定した後に合算した

ところで判定します。


